
飼料自給率の向上

【飼料自給率向上対策２７２（２８３）億円】

対策のポイント
国際的な穀物価格の上昇に対応するため、国産飼料の一層の生産と利用の着

実な拡大による飼料自給率向上を進め、飼料をめぐる新たな国際環境に対応で
きる力強い畜産経営を確立します。

（飼料の種類）

飼料は、粗飼料と濃厚飼料に分けられます。

① ・・・乾牧草、サイレージ（牧草、青刈りとうもろこし、飼料用稲などを発酵さ粗飼料

せたもの 、稲わら等）

② ・・穀類（とうもろこし、こうりゃん、大麦、飼料用米 、糠類（ふすま、米濃厚飼料 ）

ぬか 、粕類（大豆油粕、ビール粕、豆腐粕 、エコフィード等） ）

牛や羊等の草食性家畜は粗飼料と濃厚飼料を給与 豚や鶏はほとんど濃厚飼料のしますが、

します。みを給与

で、世界的なバイオエタノール需要濃厚飼料の原料は、その大宗が海外からの輸入穀物等

国産等を背景に価格が上昇していることから、配合飼料価格が上昇しています。このため、

を進めています。飼料の生産の拡大

食品残さを家畜の飼料としまた、食品工場やスーパーで発生するパンくずや売残り弁当等

しています（ ：環境にやさしい家畜飼料です 。て加工、再利用 エコフィード ）

政策目標
飼料自給率の向上

２４％（平成１５年度） → ３５％（平成２７年度）

＜内容＞
１．粗飼料の生産拡大

国産粗飼料の増産を促進 稲発酵粗飼料を家畜に給与す（１） するため、耕畜連携の下で
る取組等を支援 新たに、国産粗飼料の広域流通体制を確立する取組するとともに、

します。等を支援
国産粗飼料増産対策事業 ２，３４６（１，８２２）百万円

補助率：定額、１／２

事業実施主体：民間団体

飼料基盤整備や飼料の生産・収穫・調製・流通保（２）効率的な自給飼料生産のための
します。管のための機械・施設の整備、耕作放棄地等における放牧の拡大等を支援

強い農業づくり交付金 ２４，４１６（２４，９１４）百万円の内数

補助率：１／２、１／３等

事業実施主体：地方公共団体、民間団体

（３）地域段階での水田を活用した飼料作物の生産・利用に係る調整活動、排水条件の
地域の創意工改良等の簡易な基盤整備、放牧牛や飼料生産収穫用機械等の導入等、

夫を活かした飼料作物生産の取組や、地域の創意工夫により設定した面積当たり単
。価に基づいて 稲発酵粗飼料等の飼料作物の生産や水田放牧等の取組を支援、 します

耕畜連携水田活用対策事業 ５，４０４（５，４０４)百万円

補助率：１／２、定額

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会

地域水田農業推進協議会



食料自給力・自給率向上戦略作物（４）主食用米からの転換水田、調整水田等における
（米粉、 、麦、大豆、 ） します。飼料用米 飼料作物 の需要に応じた生産拡大を支援

水田等有効活用促進交付金 ４０，４１９（０）百万円の内数

補助率：定額

事業実施主体：都道府県水田農業推進協議会

地域水田農業推進協議会 等

（５）効率的な 、飼料基盤に立脚した畜産担い手育成対策、未草地等の造成・整備改良
中山間等地域において、耕作利用地と草地等の総合整備を行うとともに、新たに、

するとともに、放棄地等の活用や飼料自給率向上のための取組への支援対策を拡充
します鳥獣害防止のための施設整備を支援

草地畜産基盤整備事業(公共) １２，１３１（１４，３９０）百万円

補助率：１／２、５５／１００、２／３等

事業実施主体：都道府県、事業指定法人

飼料自給率の向上、環境保全に資する取組を実践する酪農家に対する支援を拡充（６）
し、 します。飼料作物作付の拡大を加速化

酪農飼料基盤拡大推進事業 所要額 ６，４４６（５，４４６）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

２．エコフィードの生産拡大と利用の促進
（１）地域の畜産生産者等が共同で使用する において、地域で発生すＴＭＲセンター等

る食品残さ（豆腐粕、醤油粕及び農場残さ等）の収集や粗飼料（とうもろこしサイ
自給飼料を原料とする混合飼料を生産レージ、牧草サイレージ等）の生産により、

します。する場合に必要な立ち上がり経費について支援
地域資源活用型エコフィード増産推進事業 ２５０（０）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（２）短期間に配合飼料原料としてのエコフィードの生産量と利用量を拡大するととも
食品残さ飼料化業者と配合飼料メーカーに、畜産農家にその有効性を広めるため、

の両者が連携してエコフィードの生産量を増加させる取組及び原料の品質確保に必
に対し支援します。要な集荷体制を構築する取組

エコフィード緊急増産対策事業 ６６３（７９２）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

（３） により、エコフィードに関わる情報等の提供や認証制度の検討等の取組への支援
食品残さの飼料化を推進します。

エコフィード対策推進事業 ９（２７）百万円

補助率：定額

事業実施主体：民間団体

担当課：生産局畜産部畜産振興課(０３－３５０２－５９９３(直))
〃 畜産企画課(０３－３５０２－０８７４(直))
〃 農業生産支援課（０３－３５９７－０１９１（直 ））


